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「V-Low マルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」について、別紙のとおり、

意見を提出します。 



【別 紙】 

 

２０１１年１月３１日 

 

「V-Low マルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」 

に対する日本新聞協会メディア開発委員会の意見 

 

日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省が示した「V-Low マルチメディア放送

の制度枠組みについての意見公募」に対して、下記の意見を述べる。 

 

８．新聞電子版等の配信に対する放送規律と配信機会の公平について 

かねて当委員会は、言論・表現の自由は報道機関の自律によって守られるべきものであ

り、法律による規制はなじまないことを主張してきた。V-Low マルチメディア放送によっ

て配信される「新聞電子版」に放送規律が適用されれば、行政機関による言論・報道活動

への介入を招きかねないうえ、新聞社等が新聞本紙やインターネットで提供している情報

が、放送として提供される場合に限って規律が適用されるという矛盾が生じる。 

V-Low マルチメディア放送では、蓄積型放送など従来の放送の概念と異なる新しいサー

ビスの実現も期待されているが、その内容に対して放送にかかる規律が一律に適用されれ

ば、「電子新聞」などのジャーナリズム活動のみならず、同放送の普及・発展が阻害されか

ねないとの危惧を抱く。 

番組準則などの内容規制や放送番組審議機関の設置などの放送規律は、V-Low マルチメ

ディア放送に適用すべきではない。 

 

１１．その他 

 メディア環境が大きく変化している今日、情報入手手段や言論の多元性、多様性は確保

されていることから、メディア開発委員会は、機会をとらえて、マスメディア集中排除原

則を緩和するよう求めてきた。とくに、V-Low マルチメディア放送では、放送対象地域と

事業区域を分けることも考えられるが、一事業者が複数の放送対象地域で放送できれば、

経営基盤の安定につながり、同放送の普及に資することになる。今回の制度設計にあたっ

ては、同原則を緩和する方向で制度を設計すべきである。 

 

 

以  上  
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平成 23 年１月３１日 

（社）日本民間放送連盟 

 

｢V-Low マルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に対する意見 

 

民放連はこれまで、「デジタル時代のラジオ放送の将来像に関する懇談会」「携帯端末向

けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会」などにおける総務省の検討に、

積極的に参加し、将来のラジオの在り方について真摯に対応してきた。そうした中で、今

回の意見公募において、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送を現行アナログラジオと同様に公

共性の高い放送メディアとして位置づけ、制度整備が進められることを評価する。 

民放連では昨年12月、「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会(ラジオ研究

会)」報告書で提言された“音声優先セグメント”に関して、加盟ラジオ全100社へ参入意

向調査を実施した。その結果、96社が同セグメントへの参入を希望し、残り４社のうち３

社も条件が整えば参入を希望すると回答している。このように、既存民放ラジオ事業者は

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送への参入を前向きに検討しており、長年にわたりマスメデ

ィアとして培ってきたノウハウを活かして、この新しいメディアの立ち上げに大いに貢献

できると考えている。 

そのためにも、民放連は、“音声優先セグメント”の設置を切望するとともに、以下の意

見を述べるので、今後の制度整備に反映していただくよう強く要望する。 

 

１．受託国内放送及び委託放送業務の放送対象地域について 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の放送対象地域を原則として県域（三大広域圏のみブロ

ック）と定めることに賛成する。ただし、広域圏内の県域放送については、既存ラジオ事

業者の意向だけではなく、地元の自治体や地域住民の意向を充分に汲み上げたうえで、そ

の実施の可能性を検討していただきたい。 

 

２．放送対象地域の受託放送事業者を一とすることについて 

放送対象地域内において一の受託放送事業者に免許を付与することに、基本的に賛成す

る。ただし、受託放送事業は長期的に安定した運営が前提であるとともに、受託放送事業

者が恣意的に委託放送事業者を選別しないよう、公正・公平な運用を担保できる制度とす

べきである。 

 

３．受託国内放送の全国展開について 

三大広域圏など大都市部以外の地域にもできるだけ速やかにインフラを整備するため、

受託放送事業者は全国１者とし、全国展開を行うための環境を整備･構築する工夫が必要と

考える。 



 2

４．委託放送事業者による音声や音楽の放送について 

ラジオ研究会報告書の提言にあるように、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に“音声優先

セグメント”を設定するべきである。民放ラジオ事業者は、60年間にわたり、報道、災害･

防災情報、地域生活情報、娯楽情報等を伝え、地域情報メディアとして公益性の高い使命･

機能を担ってきた実績がある。 

また、前述のとおり、既存民放ラジオ事業者は概ね、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に

おいてアナログラジオ放送の番組のサイマル放送を行いたい考えである。リスナーとの双

方向性に優れたアナログラジオ放送が長年にわたり培ってきたリスナーとの信頼関係や、

ラジオを核としたコミュニティは、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の立ち上げや普及に、

必ず寄与できるものと確信している。 

 

７．委託放送事業者による災害情報の提供について 

既存民放ラジオ事業者はこれまで、報道機関として災害情報を迅速に伝え、地域住民の

安心安全を守る責務を果たしており、今後も、公共性の高い放送事業者としての、こうし

た自主的な取り組みを尊重していただきたい。一方、詳細な防災情報の入手が困難な委託

放送事業者にとっては、ラジオ研究会報告書の提言にあるような、国・自治体レベルの強

力な支援による「公的情報連携ＡＳＰ」も有効な手段であると考える。 

 

９．NHKの受託国内放送及び委託放送業務の参入について 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送という新たな「基幹放送」の立ち上げにおいては、過去

の地上放送やＢＳ放送と同様、ＮＨＫに対し、公共放送としての先導的役割を期待する。

制度整備にあたっては、ＮＨＫの受託国内放送および委託放送業務への参入に制約を課さ

ないよう要望するとともに、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の成立には民放事業者とＮＨ

Ｋの協力体制が不可欠であると考える。 

 

10．受託放送事業者の選定手続き（周波数オークションの適否）について 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の受託放送事業者の選定手続きとして、周波数オークシ

ョン制度を適用することに反対する。Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送はもとより、公共的

役割を担う放送の周波数割り当てにあたり、事業者の選定手続きは落札金額の大小による

べきではないと考える。また、Ｖ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送の受託放送事業者の選定

手続きにおいて、周波数オークション制度を適用していないことからも、Ｖ－Ｌｏｗマル

チメディア放送への同制度の適用は不適切である。 

 

11．その他 

◆ マスメディア集中排除原則の緩和要望 

前述のとおり、既存民放ラジオ事業者がＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送においてサイマ
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ル放送等を提供するための“音声優先セグメント”の設定が必須と考える。 

放送法等改正に伴う今後の制度整備に向けて、民放連は本年１月20日付で総務大臣に、

「マスメディア集中排除原則の緩和に関する要望」を提出し、既存民放事業者は携帯端末

向けマルチメディア放送に参入可能とするよう要望している。 

◆ アナログラジオ放送の今後について 

アナログラジオ放送の将来を見通した放送政策や放送制度について、行政において早急

に検討を開始することを要望する。アナログラジオ放送の将来をどう描くかは、既存ラジ

オ事業者のＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送への参入を含めた事業計画や、端末普及などに

も影響すると考える。 

◆ インフラの整備及び受信機の普及 

民放連が、総務省「ラジオと地域メディアの今後に関する研究会 報告書素案」に対して

提出した意見で述べたとおり、防災情報の提供など公共性をさらに重視した新たなメディ

アの端末を短期間で広く普及させるためには、放送事業者の努力はもとより、インフラ整

備や受信端末の普及に関する国や自治体等の支援が不可欠であると考える。 

◆ 電波利用料について 

改正放送法においてＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送は、公共的な役割を強く求められる

「基幹放送」と位置づけられており、その電波利用料の負担は、現行アナログラジオ放送

と同様の軽減措置を適用することが適切であると考える。また、新たな放送サービスの普

及・発展の観点から、導入当初は電波利用料を軽減するような措置が必要と考える。 

◆“音声優先セグメント”の参入条件について 

“音声優先セグメント”の設定にあたっては、60年間にわたる地域に根ざすラジオメディ

アの実績等に鑑み、番組内容にかかわる事項は自主･自律的努力に委ねるべきである。また、

ラジオ研究会報告書において、その条件として挙げられた自社制作番組比率などについては、

民放ラジオ事業者の意見を充分に汲み上げて慎重に検討していただきたい。 

 

以 上 
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氏名（注１）宇田川真之 

  

 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙の

とおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記載

すること。 



別紙 

該当箇所 意見 

７．委託放送

事業者による

災害情報の提

供について 

 

 

「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」に記載のあ

るように、地域住民にとって重要な災害情報には、自治体から発表される

情報が少なくない。具体的には、避難勧告などは自治体から発表され、そ

の空間解像度は、町丁目単位となる。自治体によっては、各家屋内に設置

した防災無線の受信端末を通じて、各住民へ防災情報を発信しているが、

防災無線の戸別受信機は携帯には適しておらず、全戸整備した自治体の事

例でも、避難勧告の聴取率は 5 割に満たない。（添付資料） 

したがって、防災無線を補完し、自治体からの防災情報を受信できる携

帯端末の必要性は高く、該当する市町村の情報のみを放送・表示できる機

能が望まれる。地域を特定する方法として、あらかじめ関心のある地域を

事前登録する方法と、リアルタイムに端末の存在場所を特定する方法の 2

つを実装することが望ましい。具体的には、前者については、端末所有者

の居住地や子どもの学校所在地などを、郵便番号や国土地理協会の住所コ

ードなどの標準化された地域コードで設定する。後者については、GPS や

みちびきなどの衛星測位からのデータを用いて取得する機能が必要とな

る。水害時には、土地勘の無い地域を自動車で移動中に、浸水地域に侵入

し、犠牲となる場合も少なくないことから、走行中の自動車へ、避難勧告

の発令地域を知らせたり、当該地域を迂回するよう誘導したりするナビゲ

ーションシステムと連携する端末には、防災上の有用性が高い。 

また、ブロック内の多数の自治体からの防災情報を効率的かつ現実的に

収集するために、放送局側のシステムにおいて、公的情報連携 ASP との連

携が必須である。具体的には、総務省「地域の安心・安全情報基盤に関す

る研究会」において、提唱されている『安心・安全公共コモンズ』との連

動が望まれる。 

『安心・安全公共コモンズ』の構築にむけた取り組みのなかでは、デー

タ仕様の標準化も進められている。防災情報や地図情報の標準化されたデ

ータと連携を行うことは、ユニバーサルデザインの観点からも重要である。

マルチメディア放送において、標準化された災害情報データ（避難勧告の

発令や、その対象地域）をもとに、様々な文字や音声（外国語など）、ピク

トグラム（JIS コミュニケーション支援用絵記号など）へ、放送局側で自

動変換し放送することにより、様々な障がい者への防災情報の保障を達成

できると期待される。 

 

（財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 
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1. はじめ 
1.1 本調査の概要 

1.1.1 背景・目的 

2010 年（平成 21 年）8 月 9 日に発生した台風第９号の影響をうけ、兵庫県内播磨北西部から

但馬南部では、9 日から 10 日にかけて記録的な豪雨となった。佐用町では、洪水氾濫などによ

り、死者 18 名、行方不明者 2 名の人的被害をはじめ、1,700 戸以上の家屋損壊などの甚大な被

害をうけた。 

本災害時の、住民への情報伝達や、避難行動などを明らかにすることによって、水害の際に、

どのような避難が適切な避難なのか、さらに適切な避難を可能とする情報提供あり方などの検討

に資することを目的に、住民アンケート調査を実施した。 

 

1.1.2 調査対象地域 

佐用町における、佐用川沿いの浸水域の地区（久崎、上月、佐用、長尾、円應寺、本位田、横

坂、口長谷、宗行、平福）の住民を対象とした。 

 

1.1.3 調査方法 

久崎地区については、自治会長を経由して地区の全世帯に調査票を配布し、自治会長経由で回

収した。久崎地区以外の各地区については、地図より判読した浸水域内の全世帯（503 世帯）を

調査員が訪問し、面接による調査を実施した。 

 

1.1.4 実施時期 

2010 年 2 月に実施した。 

 

1.1.5 調査機関 

(1) 調査主体 

・東京大学総合防災情報研究センター 

・NPO 法人 環境防災総合政策研究機構 

・人と防災未来センター 
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1.2 本資料に関する問合せ先など 

本資料は、アンケート調査の単純集計結果を取りまとめたレポートである。今後に、クロス集

計などの詳細な分析を行なう予定であり、調査結果を精査していく中で調査結果について多少の

修正等が生じる可能性がある。本レポートの問い合わせ先を、以下に示す。 

 

東京大学総合防災情報研究センター 

宮川 勇二 

Tel: 03-5841-5924（代表）  

 

NPO 法人 環境防災総合政策研究機構 

松尾一郎 

Tel: 03-3359-7971 （代表） 

 

(公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 人と防災未来センター 研究部 

宇田川 真之 

Tel: 078-262-5190（直）、-5060（代表） 
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2. 調査結果 
問 1．あなたの自宅は、浸水しましたか。あてはまるものを、一つだけお選びください。 

平福・佐用・上月地区の回答者世帯では、8 割以上の世帯が浸水している。1ｍ以上浸水した

回答者世帯は、佐用地区では約 3 割、上月地区が最も多く約 5 割の回答者世帯に達する。 
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佐用地区

上月地区

久崎地区

浸水しなかった

床下浸水した

床上浸水した（床から５０ｃｍ未満）

床上浸水した（床から５０ｃｍ～１ｍ）

床上浸水した（床から１ｍ～２ｍ）

床上浸水した（床から２ｍ以上）

 

問 2．今回の水害で、あなたの自宅はどのような被害を受けましたか。あてはまるものを、一

つだけお選びください。（罹災証明上の被害をお答えください） 

全半壊した回答者世帯は、平福地区で約 4 割、佐用・上月地区では約 6 割にのぼる。 

8

0

11

27

34

34

1

128

65

90

0

0

4

1

1

17

0

30

22

1

19

3

17

14

3

13

20

52

16

15

0

1

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

「全壊」

「半壊」

「一部損壊」

「床上浸水」

「床下浸水」

家の被害はなかった

無 回 答
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問３．そのほかにどのような被害がありましたか。あてはまるものを、全てお選びくださ

い。水害のおきた８月９日の夜８時から９時頃、あなたはどこにいましたか。あてはまるも

のを、一つだけお選びください。 

平福・佐用・上月地区では、自宅で自家用車に被害を受けた回答者が約半数におよぶ。避難先

で自家用車に被害を受けた者は 1 割に満たない。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

家財道具が被害を受けた

店舗や工場の建物が

被害を受けた

商品が被害を受けた

自家用車が自宅で

被害を受けた

自家用車が避難先で

被害を受けた

田畑が被害を受けた

塀や生け垣が被害を受けた

その他

被害はなかった

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)
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問４．水害のおきた８月９日の夜８時から９時頃、あなたはどこにいましたか。あてはま

るものを、一つだけお選びください。 

平福・佐用・上月地区では、8 月 9 日の夜、自宅にいたものが 8 割を超え、佐用町内いた者が

9 割を超える。 

78

16

199

131

96

10

4

32

10

47

3

4

11

5

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

自宅にいた

自宅ではないが、

佐用町内にいた

佐用町には、いなかった
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問５．大雨が降りはじめてから、自宅が浸水する危険があると思いましたか。あてはまるも

のを、一つだけお選びください。 

「浸水すると思った」あるいは「浸水すると思った」回答者が、全体の約半数を占める。園割

合は、佐用地区が、他地区に比べやや低い。 

18

6

37

25

27

33

4

63

47

53

29

6

81

61

58

3

1

15

5

4

5

3

35

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

浸水すると思った

浸水することもある

かもしれないと思った

浸水はしないだろうと思った

わからなかった

とくに考えなかった

 
（問 5 で「１．」または「２．」とお答えの方にお聞きします）附問５-1．そのように思っ

たのは、どうしてですか。あてはまるものを全てお選びください。 

「浸水すると思った」あるいは「浸水すると思った」回答者がそのように思った理由として、

佐用地区では、雨の降り方をあげるものが最も多く 6 割に及ぶ。この理由は、どの地区でも比

較的多くいずれも約 6 割を占める。 

ただし、上月地区では、「平成 16 年など過去の水害経験」を挙げる者がもっとも多く 7 割に達

する。平福地区では、「家と川の距離が近いから」「川の様子を見たから」を挙げる者が比較的

多い特徴がある。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

平成１６年など

過去の水害経験から

家のある土地が低いから

川の様子を見たから

雨の降り方が

異常だったから

防災無線の放送から

家族や隣人の話から

テレビやラジオの情報から

家と川の距離が近いから

ハザードマップを

みていたから

その他

無 回 答

平福地区(51)

長谷地区(10)

佐用地区(100)

上月地区(72)

久崎地区(80)
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（附問 5-1 で「7．」とお答えの方にお聞きします）附問５-2．テレビやラジオで、どのよ

うな情報を聞いて、自宅が浸水の危険があると思ったのですか。あてはまるものを、全てお

選びください。 

テレビやラジオの情報から「浸水すると思った」あるいは「浸水すると思った」回答者が、テ

レビ・ラジオから聴取した情報としては、大雨に関する情報が最も多く 9 割を超える。これに

対し、河川に関する情報は約 2 割程度、避難の呼びかけは 1 割程度にとどまる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大雨に関する情報

土砂災害に関する情報

河川に関する情報

災害に対する

注意の呼びかけ

避難の呼びかけ

その他

平福地区(7)

長谷地区(0)

佐用地区(13)

上月地区(6)

久崎地区()
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問６．大雨が降りはじめてから、あなたはどのようなことをしましたか。あてはまるものを、

全てお選びください。 

大雨が降り始めてから行ったこととしては、川や町の様子を見に行った者が最も多く 4 割弱を

占める。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

川や町の様子を見に行った

大事なものを二階に移動した

車を高いところに移動した

そのときにいた建物の

２階以上にあがった

家から避難する準備を始めた

周りの人と、

どうするか相談した

役場に、川の

溢れたことを伝えた

近くの体の弱い人の

様子を見に行った

その他

無 回 答

平福地区(88)

長谷地区(20)

佐用地区(231)

上月地区(141)

久崎地区(145)
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問７．家が浸水しはじめた頃、あなたはどのような気持ちでしたか。あてはまるものを、

全てお選びください。 

家が浸水しはじめた段階の気持ちとして、平福・佐用・上月地区において、最も多く挙げられ

たものは、浸水しているなか避難所まで行くことの危険性であった。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

家にいては危険だ

指定されている

避難場所も浸水する

浸水しているなか、

避難場所まで行くことは危険だ

家に残って、家財を守りたい

周り人たちが避難をしたら、

一緒に避難したほうがよい

役場や自治会から避難するよう

言われたら、避難するべきだ

無 回 答

平福地区(88)

長谷地区(20)

佐用地区(231)

上月地区(141)

久崎地区(145)

 
 

 

問８．水害のあった８月９日以前に、水位が高くなるとサイレンがなることを知っていま

したか。 

 

 

問９．19 時 45 分頃に、小学校のサイレンが鳴ったのを、あなたは聞きましたか。あては

まるものを、一つだけお選びください。 

 

問 10．サイレンの後、防災無線で「久崎の水位が避難判断水位に達しましたので、今後の

情報に注意してください」と放送されました。あなたはこれを聞きましたか。あてはまるも

のを、一つだけお選びください。 

 

（問９で「1．」とお答えの方、もしくは問 10 で「1．」とお答えの方にお聞きします） 

附問 10-1．このサイレンや防災無線を聞いて、あなたは何をしましたか。あてはまるもの

を、全てお選びください。 
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問 11． ８月９日の水害の最中に車に乗りましたか。 

水害の最中に車に乗った回答者は、約 2 割であった。 

16

7

56

39

58

72

13

175

102

80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

車に乗った

車に乗らなかった
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（問 11 で「1．車に乗った」とお答えの方にお聞きします） 

附問 11-1．あなたが車に乗っていたときの状況をお聞きします。次のうち、あてはまるものを、全てお選

びください。 

車に乗っていたときの状況として、高台に車を避難させた回答者は多く、平福で 6 割、上月地

区で 7 割を超える。避難のために車を使った者は、特に佐用地区で多く 3 割に近い。 

道路の渋滞により、車中で危険を感じた者、平福で 5 割、佐用地区で 4 割近い。長谷地区の回

答者では、運転できなくなった者や、渋滞にあった者が多く 3 割に近い。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

何事もなく

無事目的地に着いた

高台に車を避難させた

避難するため車を使った

外出先から帰宅するために

車を使った

道路が浸水して、

乗車中に危険を感じた

道路が浸水して、

運転できなくなった

川から水があふれて、

車ごと流された

車を途中で放棄して避難した

道路が浸水して目的地に

たどりつけなかった

浸水のため

道路が渋滞していた

平福地区(16)

長谷地区(7)

佐用地区(56)

上月地区(39)

久崎地区(58)

 
問 12．あなたは、今回の水害時、自治会長や隣保長の呼びかけをききましたか。 

自治会長や隣保長の呼びかけを聞いた回答者は、平福地区で約 4 割、上月地区では 3 割を占め

るが、佐用地区では 1 割に留まる。 

33

10

25

39

76

55

9

204

101

65

0

1

2

1

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

聞いた

聞かなかった

無 回 答
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（問 12 で「1．聞いた」とお答えの方にお聞きします） 

附問 12-1．今回の水害時、自治会長や隣保長の呼びかけの後、どのように行動しましたか。

あてはまるものを、全てお選びください。 

呼びかけを聞いた後の行動としては、上月地区では、自宅の 2 階に上がった者が 6 割、すぐに

避難準備をした者が 2 割と比較的多い。これに対し、佐用地区・平福地区では、2 階にあがっ

た者のほか、隣近所と連絡をとった者が、それぞれ 4 割、3 割と比較的多い。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

話しを聞いてさらに

他の手段で情報をあつめた

隣近所の人と連絡をとった

すぐに避難準備をした

すぐに避難所へ向った

隣近所と協力をして

すぐに避難所へ向った

自宅の２階に上がった

その他

無 回 答

平福地区(33)

長谷地区(10)

佐用地区(25)

上月地区(39)

久崎地区(76)

 

問 13 あなたは、９日の夜に、防災行政無線の放送を聞きましたか。 

防災無線の放送を聞いた者は、佐用地区がやや多く 4 割を超えるのに対し、上月地区では 2 割

強にとどまる。また、平福地区・長谷地区では、4 割弱である。 

31

7

99

33

62

57

13

131

108

78

0

0

1

0

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

聞いた

聞かなかった

無 回 答
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（問 13 で「1．聞いた」とお答えの方にお聞きします）附問 13-1．防災行政無線で、どの

ような内容の放送を聞きましたか。あてはまるものを、全てお選びください。 

無線で聞いた内容をみると、上月地区では、溢水、および、近くの安全な建物への避難を促す

放送を聞いた者が多く 3 割を越える。佐用地区では、近くの安全な建物への避難を促す放送を

聞いた者が最も多く 4 割を超える。平福地区では、近くの安全な建物への避難を促す放送を聞

いた者とともに、内容まで聞き取れなかった者も多く 3 割を超える。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

川の水位が高いことを

伝える放送を聞いた

川が溢れたことを伝える

放送を聞いた

土砂災害のおそれを

伝える放送を聞いた

情報に注意するよう

促す放送を聞いた

近くの安全な建物への

避難を促す放送を聞いた

その他

放送は聞こえたが

内容までは聞き取れなかった

無 回 答

平福地区(31)

長谷地区(7)

佐用地区(99)

上月地区(33)

久崎地区(62)

 
附問 14．佐用町では、午後９時 10 分に佐用地区に、午後９時 20 分に全町に避難勧告を出

しました。あなたは水害当日、この避難勧告を聞きましたか。 

避難勧告を聞いた回答者は、2 割から 3 割程度であった。 

23

4

79

30

34

65

16

151

111

103

0

0

1

0

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

聞いた

聞いていない

無 回 答

 



14 
 

（問 14 で「1．聞いた」とお答えの方にお聞きします）附問 14-1．あなたは避難勧告をど

こから聞きましたか。あてはまるものを、全てお選びください。 

避難勧告を聞いた媒体としては、全ての地区で防災無線が最も多く、佐用地区では 8 割弱、上

月地区で 6 割弱、平福地区で 4 割強に及ぶ。これについで、屋外スピーカー多い。 

このほか、平福地区では、近隣の人から聞いた回答者も多く 3 割を超える。小夜ウッチ区では、 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

防災無線の

戸別受信機で

防災無線の

スピーカーで

同居している家族から

近所の人や

自治会の人から

消防団や役場の人から

親戚・知人から電話で

テレビやラジオ

携帯メール

その他

平福地区(23)

長谷地区(4)

佐用地区(79)

上月地区(30)

久崎地区(34)

 
問 15 あなたは、自宅以外の場所へ避難をしましたか。 

自宅以外へ避難した回答者は、1～2 割程度であった。 

20

2

40

20

53

68

18

191

121

90

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

避難した

避難しなかった
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（問 15 で「1．避難した」とお答えの方にお聞きします。［問 15-4 まで］）附問 15-1．避難を

した理由は何ですか。あてはまるものを、全てお選びください。 

避難した回答者が、その理由としたあげたものは、佐用地区では、「自宅の周辺の浸水」を挙

げる者が最も多く 5 割を超える。これに対し、上月地区では「自宅の浸水」を挙げる者が最も

多く 6 割に及ぶ。また、「平福地区では「自宅」と「自宅の周辺」の浸水の両方を挙げる者が多

く。それぞれ約 5 割に達する。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅が浸水したから

自宅の周辺が浸水したから

過去の経験で

危険だと思ったから

町から避難するよう

放送があったから

消防団員、警察官、

町の職員などに勧められたから

近所や自治会の人から

避難するよう勧められたから

近所の人たちが

避難をはじめたから

同居している家族が

避難したいと言ったから

テレビやラジオの情報から

危険だと思ったから

その他

平福地区(20)

長谷地区(2)

佐用地区(40)

上月地区(20)

久崎地区(53)
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附問 15-2．避難を始めたのはいつですか。あてはまるものを、一つだけお選びください。 

避難を始めた時期が、自宅の浸水する前であった回答者は、佐用地区では 6 割を超えるが、平

福地区・上月地区では 2 割程度に留まる。 

4

0

25

6

30

13

2

8

6

9

1

0

2

2

2

0

0

3

4

4

1

0

0

2

0

1

0

1

0

3

0

0

1

0

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

自宅が、浸水する前

自宅が、床下浸水した後

自宅が、床上で、くるぶし

くらいまで浸水した後
自宅が、床上で、ひざ

くらいまで浸水した後
自宅が、床上で、腰

くらいまで浸水した後
自宅が、床上で、胸

よりうえ浸水した後
無 回 答

 
附問 15-3．どこに避難しましたか。あてはまるものを、全てお選びください。 

避難場所は、佐用地区・平福地区では、「親戚や知人の家」とした回答者が最も多く約 4 割を

占める。これに対し上月地区では「土地が高い近くの場所」とした者が最も多く 4 割を超える。 

学校などの避難所へ避難した者は、佐用地区では比較的多く 4 割弱を占めるものの、平福地

区・上月地区では 2 割以下に留まる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

学校などの避難所

親族や知人の家

土地が高い近くの場所

その他

平福地区(20)

長谷地区(2)

佐用地区(40)

上月地区(20)

久崎地区(53)
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附問 15-4．あなたはどのようにして避難しましたか。あてはまるものを、一つだけお選び

ください。 

避難方法は、全地区で歩いて避難した回答者が最も多く、平福地区では 8 割を超え、上月地区

では約 6 割、佐用地区では約 5 割を占める。これらの歩いて避難した者は、その大半が、水に

浸かりながら避難していた。 

車で避難した者は、佐用地区と上月地区で比較的多く、それぞれ約 4 割と約 2 割を占める。 

17

0

20

13

21

0

0

3

1

4

2

0

16

5

26

0

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

歩いて、水の中を

浸かりながら避難した

歩いて避難したが、

水には浸からずにすんだ

車で避難した

ボートなどに救出された

その他

 
（問 15 で「2．避難しなかった」とお答えの方にお聞きします。［問 15-7 まで］）附問 15-5．

そのとき、あなたはどの様な行動をとりましたか。あてはまるものを、全てお選びください。 

屋外へ避難しなかった回答者でも、2 階以上に上がった者が多く、佐用・上月地区では 6 割を

超え、平福地区でも約 4 割を占める。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

そのときにいた建物や

自宅の２階以上に上がった

浸水して家に

閉じこめられてしまった

避難所まで行こうと準備したが、

結局避難しなかった

避難所まで行こうとしたが、

途中が危険なので戻った

その他

とくに何もしなかった

無 回 答

平福地区(68)

長谷地区(18)

佐用地区(191)

上月地区(121)

久崎地区(90)
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附問 15-6．あなたが避難しなかった（避難できなかった）理由は何ですか。あてはまるも

のを、全てお選びください。 

屋外へ避難しなかった回答者が挙げた理由としては、「浸水しても、2 階に逃げればなんとか

なる」「避難場所までの移動が危険」を挙げた者が多く約半数を占める。 

突然水が襲ってきて避難する余裕がなかったとする者は、上月地区で特に多く 4 割を超える。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

過去の経験から、

避難する必要はないと思ったから

自宅は浸水しないと思ったから

浸水しても、２階に逃げれば

なんとかなると思ったから

浸水したが身の危険を感じなかったから

自宅よりも安全な避難場所が

思いつかなかったから

避難場所まで移動することが

危険だと思ったから

突然水が襲ってきて

避難する余裕がなかったから

近くで川が溢れたことを

知らなかったから

避難勧告が出ていることを

知らなかったから

自分は体が弱いので、助けがないと

避難できないと思ったから

動かすことが難しい家族がおり

助けがないと避難できないと思った

家族が帰らず、その家族が

帰るのを待っていたから

近所の人も避難していなかったから

その他

無 回 答

平福地区(68)

長谷地区(18)

佐用地区(191)

上月地区(121)

久崎地区(90)

 

附問 15-7．あなたは、水が引くまでどこにいましたか。あてはまるものを、一つだけお選びく

ださい。 

屋外へ避難しなかった回答者は、佐用地区および上月地区では、2 階にいた者が多く 6 割を超

える。これに対して、平福地区では、2 階にいた者は 4 割弱にとどまり、1 階にいた者のほうが

多く約 5 割を占める。 

24

3

117

81

73

37

12

50

31

6

7

3

24

9

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

自宅の母屋の２階以上にいた

自宅の母屋の１階にいた

その他
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問 16．あなたは、水害の間、何か危険なことに出会いましたか。 

水害の間、危険に出会った回答者は、2,3 割程度であった。 

32

6

74

31

59

56

14

157

110

74

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

危険なことに出会った

特段なかった

 
（問 16 で「1．危険なことに出会った」とお答えの方にお聞きします）附問 16-1．それは

どのようなことでしたか。あてはまるもの、全てをお選びください。 

回答者が遭遇した危険な内容は、屋外を歩行中に流されそうになったことで、平福地

区で 7 割を越え、佐用地区・上月地区でも 4 割におよぶ。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

屋外を歩いている時に

流されそうになった

自動車に乗車中、

車が流されそうになった

屋外を歩いているときに

水の深いところにはまりそうになった

屋外を移動中に怪我をした

自宅の１階でおぼれそうになった

２階にいたが１階が水に

引き込まれそうになったり崩れそうだった

隣人や近所の人が怪我をした

その他

平福地区(32)

長谷地区(6)

佐用地区(74)

上月地区(31)

久崎地区(59)
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問 17．水害当日、あなたが知りたかった情報は何ですか。あてはまるもの、全てをお選びく

ださい。 

当日に知りたかった情報としては、河川水位の現状や予測を上げる者が全地区とも最

も多く、約 6 割を占める。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

現在の降雨量や

今後の雨の見通しなど

川の水位の現状や

今後の予想についての情報

ため池に関する情報

どの地域が浸水しているかに

関する情報

自分の住む地域が安全か

どうかという災害予測情報

自宅からの避難の必要性

洪水時に何を注意して

行動したらよいか

役場からの情報

（気象や避難に関するもの）

その他

無 回 答

平福地区(88)

長谷地区(20)

佐用地区(231)

上月地区(141)

久崎地区(145)

 
 

問 18．今回の水害の前に、洪水ハザードマップを見たことがありましたか。あてはまるもの

を、一つだけお選びください。 

水害前に洪水ハザードを見たことがある者は、全地区とも 2 割程度に留まる。 

16

4

40

38

40

57

16

160

83

64

14

0

31

19

25

1

0

0

1

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

見たことがある

見たことがない

わからない

無 回 答
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問 19．もし同じような災害がまた起きたら、あなたはどうしようと思いますか。あてはまる

ものを、全てお選びください 

同様な水害が起きた場合に行うことと挙げられたこととしては、「2 階への避難」が最

も多く約 6 割を占める。これに対して、指定避難所や自宅外の高いところへ避難すると

した者は、2 割程度に留まる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

早めに自宅外の

高い場所に避難する

指定された避難所へ

早めに避難する

自宅の２階避難する

車は危険なので

使わないようにする

車や家財を

高いところに移動する

浸水が始まったら

家の外に出ない

その他

無 回 答

平福地区(88)

長谷地区(20)

佐用地区(231)

上月地区(141)

久崎地区(145)

 
問 20．あなたは町などから公的な支援金（生活再建支援制度・緊急見舞金・住宅応急修理制

度など）をなにか受け取りましたか。 

なんらかの公的な支援金を受け取った者が、約 6 割をしめる。 

58

1

170

114

119

32

23

72

32

17

1

0

0

0

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

受け取った

受け取らなかった

無 回 答
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問 21．公的な資金支援について、あなたは全体としてどう評価しますか。あてはまるものを、

一つだけお選びください。 

なんらかの公的な支援金を受け取った者が、約 6 割をしめる。 

23

4

78

39

47

41

8

96

58

46

13

5

41

24

17

6

1

14

9

16

8

6

13

16

23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

評価できる

やや評価できる

あまり評価できない

評価できない

無 回 答

 
問 22．あなたはこうした支援制度についてどう思いますか。あてはまるものを、全てお選びく

ださい。 

支援制度に対する意見として回答者から最も多くあげられた事項は、認定が不正確で

あるとの指摘であり、上月地区では約半数に達する。「店舗・工場等にも復興基金を出す

べき」とした回答者は、佐用地区・上月地区で、相対的に多く 3 割を超える。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全壊半壊等の認定が

正確に行われていない

同じ程度の被害でも所得によって

支援額が異なるのは、おかしい

店舗や工場にも住宅と同様に

復興資金を出すべきだ

自治体や災害ごとに

支援額が異なるのはおかしい

住宅応急修理制度は役に立った

その他

無 回 答

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)

 



23 
 

問 23．避難や水位に関わる情報の伝達や共有の仕組みについて、あなたの考えとしてあてはま

るものを、全てお選びください。 

今後の防災情報に関する要望としては、水位警報サイレンに対する要望が最も多く 6

割に及ぶ。また防災無線への要望が多く、スピーカーの音量や音質改善を望む者が置く

半数弱を占める。これに対しテレビ・ラジオ等での放送への要望は 2 割程度に留まる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

防災無線のスピーカーや

サイレンの音を大きくして欲しい

防災無線の放送を

もっと聞き取りやすくして欲しい

テレビやラジオで放送して欲しい

ケーブルテレビ「佐用チャンネル」で

放送して欲しい

携帯メールで伝えて欲しい

インターネットのホームページで

伝えて欲しい

体の弱い人がどこにすんでいるか

分かる名簿や地図を作って欲しい

佐用川の水位警報サイレンを

地域で共有できるようにしてほしい

川の水位を即時に知る

仕組みを作って欲しい

防災無線の停電対策

その他

無 回 答

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)
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問 24．今後の水害対策として、何が必要だとお考えですか。あてはまるものを、全てお選びく

ださい。 

今後の水害対策への要望としては、堤防強化等の河川整備を挙げるものが最も多く約 9

割に達する。避難勧告の迅速化への要望は、とくに上月地区で多く 6 割に達する。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

堤防の強化など河川の整備

復興対策の充実

中小河川の浸水想定区域を

示したハザードマップの配布

学校での防災教育

水位などにより自動的に

危険を放送する仕組みづくり

町が避難勧告を早く出すこと

水害時の避難に関する、

地域住民での話し合いや訓練

消防団や自主防災組織の育成強化

水害時に安全に避難できる場所を、

近所に確保すること

避難路や避難場所を整備すること

危険な「ため池」の改修

地域住民が主体的に作る避難計画

その他

無 回 答

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)

 
問 25．あなたは、平成 16 年の台風 21 号による水害の状況を知っていますか。あてはまるもの

を、一つだけお選びください。 

平成 16 年台風第 21 号を体験した者が、8 割弱を占める。 

67

17

191

115

107

22

7

43

30

29

2

0

8

1

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

実際に自分で経験した

自分では経験していないが、

人から話を聞いたことがある

まったく知らない
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（問 25 で「1．実際に自分で経験した」とお答えの方にお聞きします。［問 25-2 まで］） 

附問 25-1．平成 16 年の台風 21 号による水害では、どのような被害を受けましたか。あてはま

るものを、一つだけお選びください。 

平成 16 年台風第 21 号の体験者では、浸水被害を受けた者が約半数におよぶ。床上浸

水を経験した者は、上月地区で最も多く約 3 割を占め、佐用地区では約 1 割、平福地区

では 1 割未満であった。 

3 

0 

26 

35 

45 

28 

2 

81 

28 

34 

6 

3 

9 

6 

2 

30 

12 

75 

46 

23 

0 

0 

0 

0 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

自宅が床上浸水した

自宅が床下浸水した

自宅は浸水しなかったが、

車などの被害がでた

被害はなかった

おぼえていない

 

附問 25-2．平成 16 年の台風 21 号による水害で、あなたは町の指定した避難場所などに避難し

ましたか。あてはまるものを、一つだけお選びください。 

平成 16 年台風第 21 号の体験者では、避難しなかった者が験者では、避難しなかった者が大半

である。指定避難所へ避難した者は、佐用地区が最も多く約 1 割、他地区は 1 割に満たない。避

難した者でも、上層階へ避難していた者が、上月地区・佐用地区では約 2 割と多い 

61

17

125

80

3

0

28

26

2

0

26

2

1

0

11

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

避難しなかった

自宅の２階や住んでいる

建物の上の階に避難した
町の指定した

避難場所へ避難した
自宅や町の指定した

避難場所以外の場所へ避難した
おぼえてない

無 回 答

 



26 
 

回答者属性 

(1) 性別 

Ｆ１．性別（調査員判断） 

本調査の回答者の男女比は 4：6 程度である。 

48

9

101

60

89

43

15

141

86

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

男性

女性

 

Ｆ２．あなたの年齢をお伺いします。 

本調査の回答者は、60 代以上の者が半数強を占める。 

0

0

0

0

0

0

0

5

6

3

5

1

21

13

7

9

4

35

13

19

17

4

51

44

38

19

8

59

31

41

41

7

71

39

34

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代以上
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Ｆ３．水害時、あなたがお住まいだった地域をお教えください。 

0

0

242

0

0

0

24

0

0

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

0

0

0

0

145

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

佐用地区

長谷地区

平福地区

石井地区

江川地区

幕山地区

上月地区

久崎地区

 

 

Ｆ４．水害時のあなたのお住まいは、次のうちどれにあたりますか。あてはまるものを、一

つだけお選びください。 

一戸建（2 階以上）の者が、8 割程度を占める。一戸建（平屋）の者は 1 割に満たない。

9

5

9

10

21

80

19

220

110

99

0

0

5

4

5

0

0

7

8

9

2

0

1

14

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

一戸建て

（平屋）

一戸建て

（２階建て以上）

アパート・マンション

（１階に居住）

アパート・マンション

（２階以上に居住）

その他
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Ｆ５．家族に次のような方はいらっしゃいますか。あなたご自身も含めてお答えください。

あてはまるものを、全てお選びください。 

75 歳以上の者と同居する者は、平福地区では 6 割におよび、他地区でも約 4 割に及ぶ。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

乳幼児・小学生

妊娠中の人

７５歳以上のお年寄り

病気など介護が必要な人

無 回 答

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)

 
Ｆ６．お宅では車を何台お持ちですか。あてはまるものを一つだけお選びください。 

約 9 割の回答者世帯で車を所有している。そして、3 台以上所有している世帯が最も

多く 3 割程度に及ぶ。 

28

2

58

31

31

20

8

78

47

44

31

10

85

60

48

12

4

21

8

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

１台

２台

３台以上

持っていない
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Ｆ７．あなたは消防団や自主防災組織に入っていますか。あてはまるものを、全てお選びく

ださい。 

隣保長の経験者は 3 割を超える。消防団員であった者も 2 割程度を占める。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自主防災組織に入っている

消防団員である

自治会長である

隣保長である

消防団員だったことがある

自治会長の経験がある

隣保長の経験がある

無 回 答

平福地区(91)

長谷地区(24)

佐用地区(242)

上月地区(146)

久崎地区(149)

 
 

Ｆ８．あなたは、今、どこにお住まいですか。あてはまるものを、一つだけお選びくださ

い。 

回答者の大半は元の住居に居住している。 

上月地区の回答者では、約 1 割の者が仮設住宅に居住している。 

89

24

236

130

129

0

0

0

12

8

1

0

3

0

1

1

0

3

4

3

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

平福地区

長谷地区

佐用地区

上月地区

久崎地区

元の住居に居住

仮設住宅に居住

雇用促進住宅に居住

その他
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3. 謝辞 
調査にご協力いただきました皆様に御礼を申し上げます。 

 



意 見 書 

平成23年 1月31日 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中 

郵便番号 104-0031 

住 所
（ふりがな）

   東 京 都
とうきょうと

中 央 区
ちゅうおうく

京 橋
きょうばし

２－５－７ 

氏 名
（ふりがな）

   財団
ざいだん

法人
ほうじん

 道路
ど う ろ

交通
こうつう

情 報
じょうほう

通信
つうしん

システムセンター
し す て む せ ん た ー

 

    （ＶＩＣＳセンター） 

    理事長 渡辺
わたなべ

 捷
かつ

昭
あき

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙の 

とおり意見を提出します。 

 

  



別紙 

 

 

該当箇所 意見 

１． 受託国内放送及び委託放送業務の放送対

象地域について 

 

ＶＩＣＳセンターでは全国において、地域毎の道路交通情報

の提供を検討しています。放送区域のあり方ついては、情

報を提供する範囲を工夫をすることによって柔軟な対応が

可能です。 

 

２． 放送対象地域の受託放送事業者を一とする

ことについて 

全国規模での放送を目指す場合、技術的インターフェース

や料金の考え方などが全国一律の条件で行われることが

望ましく、このため、受託事業者は放送対象地域で１とすべ

きと考えます。また、 全国規模の展開を考えると受託事業

者は全国で“１”が良いと考えます。 

 

３． 受託国内放送の全国展開について 全国規模の放送を目指すものとして、技術的インターフェー

スや料金の考え方などが全国一律の条件で行われることを

希望します。 受託事業者は全国で１とすべきと考えます。 

 

５． ソフト（委託放送業務、番組提供事業）参入

の多様性について 

速やかな受信機の開発が行われる方式での運用を希望し

ます。 尚、例えば県域放送 7 セグになった場合において３

セグメントを希望する委託事業者が２者認めるような形にな

った場合は、委託事業者としての自由な参入を阻害するこ

とになるのを危惧します。 

 

７． 委託放送事業者による災害情報の提供につ

いて 

車載機のシステムに対して安全安心の情報を的確に提供

できるようにしたいと考えています。 

 

９． ＮＨＫの受託国内放送及び委託放送業務へ

の参入について 

ＮＨＫが参入した場合、全国均一のサービスを先導的に行う

ことが想定されるので、サービスや受信機に対するイメージ

の確立に寄与すると考えられます。放送の公益性を鑑みる

とＮＨＫが一定の役割を果たすことへの期待もあり、ＮＨＫの

受・委託事業者としての参画は必須と考えます。 

 

１０． 受託放送事業者の選定手続き（周波数

オークションの適否）について 

放送の果たすべき公共的役割を鑑みて、事業者の選定は

落札金額の大小によるべきではなく、公共性のあると考えら

れる事業者によって受託放送事業者が運営されるべきと考

えます。 



 

１１． その他 受信機の早期普及、移動体受信での容易性、送信設備整

備経費の軽減などを考えた時に、本放送についても、９０Ｍ

Ｈｚ～１０８ＭＨｚの帯域ではなく、Ｖ-Ｈｉｇｈ帯マルチメディア

放送に近い周波数帯の利用が有効だと考えます。再検討さ

れる可能性はありませんでしょうか？ 
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                                                 （別添用式） 

 

意 見 書 

 

                                                    平成 ２３ 年 １ 月 ３１ 日 

 

総務省情報流通行政局 

放 送 政 策 課 御中 

 

 

                   郵便番号 ６７５－８５０１ 

 

                   住所  兵庫県
ひょうごけん

加古川市
か こ が わ し

加古川町
かこがわちょう

北在家
き た ざ い け

2000
2 0 0 0

 

 

                   氏名  加古川市
か こ が わ し

 

 

                       企画部
き か く ぶ

政策
せいさく

企画局
きかくきょく

ＩＴ
あいてぃい

推進課
す い し ん か

 

 

                       小山
こ や ま

 良
よし

輝
てる

 

 

 

 

 「Ｖ－ＬＯＷマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。よろしくお取り計らいいただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

- 2 -

                                                                   （別添様式） 

                                                                          別紙 

 

該当箇所 意見 

 

７．委託放送事業者に 

  よる災害情報の 

  提供について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市は兵庫県南部に位置し、播磨平野を貫流する加古川の

河口に広がる東播磨地方の中核都市になります。東播磨地域

は一つの文化圏として地域コミュニティを形成しており、兵

庫県の中核である阪神地域とは違う文化圏であると認識して

います。 

 
 まず、Ｖ－ＬＯＷマルチメディア放送では特定地域の災害

データだけを端末が選択して表示することができるようです

が、基本方針案では当該地域が近畿広域圏に含まれてしまい

、阪神地域の情報ばかりが優先的に発信されてしまうのでは

ないかと危惧しています。災害発生時に膨大なデータが発生

します。特定地域のデータが割愛されはしないか、データが

処理しきれない可能性はないのか、様々な問題が考えられま

す。 

 
 東播磨地域を中心に活動している地元コミュニティ放送局

では、行政が発信した情報のみならず、自ら取材し、情報を

発信しています。災害発生時には、被災者に対し非常に有益

な情報を的確かつ迅速に伝達することができるでしょう。そ

うした活動を有効に機能させるためにも、市町村を単位とし

た地域コミュニティ放送局に対してもＶ－ＬＯＷマルチメデ

ィア放送の放送免許を付与していただけるようご検討いただ

きたく思います。若しくは、地域住民向けに特化した放送が

できるよう、緊急割込み放送を可能とする方策を検討いただ

きたく思います。 

  
さらに、安全安心のための社会システムとして、携帯電話

やスマートフォンへのＶ－ＬＯＷマルチメディア放送には大

きな期待をしています。普及価格帯の端末が用意されること

で、地方公共団体が防災無線を補完するものとして活用する

ことも可能となります。 

 
以前、本市では端末開発の可能性を地元コミュニティ放送

局（ＢＡＮＢＡＮテレビ株式会社）と神戸市外国語大学とと

もに検討したことがあります。 

当該システムは、行政防災無線と遜色ない機能を有し、平

時も有効活用できるシステムです。公共情報コモンズ端末か

ら地元コミュニティ放送局経由で携帯端末や自動起動機能付

デジタルラジオに一斉同報で行政からの災害情報や避難の勧
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告や指示を強制的に知らせるのです。 

空中波に加え、ケーブルテレビ幹線網によりＶ－ＬＯＷの

再送信を行い、空中波の受信感度が悪いところでもケーブル

を通じて確実に受信をすることができ、受信端末を地域の避

難所や自治会長宅や消防団員宅に配備することで確実に情報

を伝えることができます。 

構築にかかる経費も既設放送局のシステムを活用すること

ができるため、非常に安価に構築が可能であることがわかり

ました。防災無線の整備と比べても、１／３以下の経費に抑

えることができるでしょう。 

しかし、当該システムの実現に際しては、実験的な要素が

含まれることと法整備を待たないことには実運用できないこ

とが課題となり、実現には至りませんでした。 

 
本市のみならず、地方公共団体が市域全域をカバーする行

政防災無線網を構築すると、莫大な費用が発生します。本市

においても、市域全域を防災無線でカバーしようとすると１

０億を超える経費が必要となります。 

本市は災害発生時における情報伝達手段を確保すべく、兵

庫県安心・安全公共コモンズの実証実験に参加するとともに

、本市独自でも公共情報コモンズへの取組みを行ってきまし

た。そうした取組みを通して、行政防災無線を補完するもの

として、地元コミュニティ放送局が構築するＶ－ＬＯＷマル

チメディア放送による防災周知システムが強力なツールにな

りえるのではないかと考えています。 

 
平時においては、同様の仕組みを使い、市町村単位の行政

情報や広報誌と言った地域情報も発信が可能となります。朝

起きたらスマートフォンにテーマ別広報誌が配布されている

と言ったことも実現可能になります。アンドロイド対応の携

帯端末を利用すると、外国語の多言語対応も容易に実現でき

るでしょう。 

普段利用されるメディアが緊急時に非常に強力なツールと

なることが安全安心な社会を実現するでしょう。 

 
繰り返しになりますが、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の

制度枠組みを検討するに際しては、日頃から地域情報を随時

送信できるような体制を整えている地元コミュニティ放送局

への配慮、具体的にはコミュニティ放送局へのセグメント開

放若しくは市町村単位に到達する程度のＶ－ＬＯＷマルチメ

ディア放送が実現できる電波活用を検討していただきたく思

います。 

 

 



意 見 書 

 

平成２３年 ２月 １日 

 

 総務省情報流通行政局 

  放送政策課 御中 

郵便番号 ２３９－００４７ 

住  所 神奈川県横須賀市光の丘３－４
か な が わ け ん よ こ す か し ひ か り の お か ３ － ４

ＹＲＰ
わいあーるぴー

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

推進
すいしん

協会
きょうかい

 内
ない

 

氏  名 狭域
きょういき

デジタル
で じ た る

新型
しんがた

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

放送
ほうそう

準備
じゅんび

委員会
い い ん か い

 

代表者 羽鳥
は と り

 光
みつ

俊
とし

 

 

 

 

 

 「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙のと

おり意見を提出します。 



別紙 

 

該当箇所 意 見 

１０．受託放送事業者の選定

手続（周波数オークションの

適否）について 

将来、V-LOW帯域で生じるホワイトスペースを有効活用

するには、地域の特性に合わせた、公共的役割、周波数、

設置場所、運用時間のより柔軟な割当が必要であり、周

波数オークションでの画一的な割当は適さない。 

１１．その他 新型コミュニティ放送での利用が想定されていますが、

他の事業・サービスとの連携のためにも制度検討を早期

に行い、新型コミュニティ放送の早期実現とそのための

制度化の検討の推進を希望します。 

 

以上 

 



意見書 

 

 

 

平成２３年２月１日 

 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中 

 

 

郵便番号 107-8001 

（ふりがな） とうきょうとみなとくあかさか 

住  所 東京都港区赤坂５－３－６ 

（ふりがな） ぶいえいちえふろうたいまるちめでぃあほうそう 

すいしんきょうぎかい 

氏  名 VHF-LOW 帯マルチメディア放送推進

協議会 

    はとりみつとし 

 代表 羽鳥 光俊 

 

 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙の

とおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 



様式別紙 

 

該当箇所 意 見 

１．放送対象地域 

放送対象地域を原則として

県域（三大都市圏のみブロッ

ク）とすること。 

・ ＶＨＦ－Ｈｉｇｈとは異なり、地域メディアとしての性格を考慮

し、地域ごとに異なるサービスが実施できる環境が整うこ

とに賛成いたします。 

２．放送対象地域の受託放送

事業者を一とすること 

放送対象地域内において

（複数でなく）一の事業者に免

許を付与すること。 

・ ＶＨＦ－Ｌｏｗで採用される放送方式（ＩＳＤＢ－Ｔｓｂ）では、

複数のセグメントを連結して一つの送信機で放送すること

が可能となっています。 

・ 周波数有効利用の観点からも、放送対象地域内では、ひ

とつの受託放送事業者が実施すること望ましいと考えま

す。 

３．受託国内放送の全国展開 

ハード整備主体としての受託

放送事業者を全国１者とすべき

か、ブロック／県域ごとに１者

の参入を募り全国的には複数

の受託放送事 業者が併存す

ることがあり得るようにすべき

か。 

・ ＶＨＦ－Ｌｏｗ帯マルチメディア放送が、全国の受信者に対

し親しまれるメディアとなること、また、受信機メーカーが、

安心して受信機を発売できる環境を整えることが普及発

展につながるものと考えています。 

・ この観点から、受託放送事業者が安定した事業基盤の上

に成り立ち、全国で放送を実施できる環境を整えるために

も、全国１者とすることが適当と考えます。 

４．委託放送事業者による音声

や音楽の放送 

音声放送が果たす公共性と

提供主体について。 

・ アナログラジオ放送が果たしている公共性や受信者に対

する親しみやすさは、デジタルメディアにおいても継承され

るべき役割と認識しています。 

・ 新しいメディアの特徴を生かしたサービスの提供を視野に

入れつつ、ＶＨＦ－Ｈｉｇｈ帯マルチメディア放送やワンセグ

との棲み分けを考慮し、音声サービスは本メディアの基本

となるサービスであると認識しています。 

・ アナログラジオ放送を実施している事業者はもとより、音

声サービスに期待する事業者が広く参入できる環境を整

えることを期待します。 

５．ソフト（委託放送業務、番組

提供事業）参入の多様性 

委託放送事業者への帯域の

割当ての単位をある程度まと

まった数のセグメントとしなが

らも、地域メディアの担い手と

しての地元資本や、新しいア

プリケーション提供の担い手

となる事業者が参画できるよ

うにする工夫について。 

・ 本メディアが普及発展するために、既存ワンセグ端末と可

能な限り共通化を図るなど、できるだけ安価な受信機が開

発されることが望まれます。 

・ また、既存放送事業者にとどまらず、新規事業者の参画

により多彩なサービスが提供されることが望ましいと考え

ます。 

・ そのためにも、複数のセグメントにまたがる放送サービス

だけでなく、１つのセグメント、またはそれ以下の帯域を利

用した参画についても、配慮されることを期待します。 



６．委託放送業務展開のため

の共通事業基盤 

委託放送事業者が共通して

利用する製作や認証・課金

等に係る設備の保有や運用

を含む事業基盤としての機

能を受託放送事業者が提供

することの是非やその機能

の内容 

・ 公共的な性格をもつ同メディアは、受信者に信頼されるメ

ディアであることが望ましいと考えますので、委託放送事

業者が、一定の責任のもと自らの編集権・編成権を有した

形で参画できる環境を整えることが重要と考えています。 

・ 一方、広く委託放送事業として参画できる環境を整えるこ

とも重要と考えられることから、受託放送事業者が一定の

事業基盤を提供する際には、たとえば放送対象地域に応

じた周波数情報や番組案内（ＥＰＧ）、およびバージョンア

ップ情報（エンジニアリングサービス）など、選局や受信機

の機能向上に寄与するものが望ましいと考えます。 

７．委託放送事業者による災害

情報の提供 

必要な災害情報が多数の国

民に届くための方策とそれを

実現する事業展開の計画、

安心安全な社会システムの

一部となり得る端末の開発

普及の可能性 

・ 災害情報を提供するメディアとするためには、受信端末が

広く国民に普及することが必須と考えます。 

・ そのためにも、できるだけ安価な端末で、かつ平常時に多

くの受信者が楽しめる番組提供がなされていることが望ま

れます。 

８．新聞の電子版等の配信に

対する放送規律と配信機会の

公平 

・ 特になし。 

９．ＮＨＫの受託国内放送及び

委託放送業務への参入 

ＮＨＫが委託放送業務（ソフ

ト）と受託国内放送（ハード）

に参入することの適否 

・ ＮＨＫの持つコンテンツ、特に音声放送にかかわる各種コ

ンテンツの提供や災害報道への対応は、同メディアには

不可欠のものと理解しています。 

・ また、置局や干渉、各種技術規格に関するノウハウにつ

いても、積極的な寄与を行ってもらうことが必要と考えま

す。 

１０．受託事業者の選定手続

（周波数オークションの適否） 

受託事業者の選定手続とし

て周波数オークションによるこ

との適否 

・ 同メディアの公共性、災害報道への期待、地域メディアと

しての発展を考慮した場合、周波数オークションは適当で

はないと考えています。 

１１．その他 

１．～１０．以外に制度枠組

みに関し留意すべき事項 

・ 地上放送においての受委託分離制度の適用は、中継局

の設置など、放送対象エリアの拡大と経費が密接に関係

することになります。したがって、委託放送事業者と受託

放送事業者の十分な議論と合意が不可欠であり、事業

面、技術面、サービス面での幅広い議論の場を設定する

ことが望まれます。 

・ 関東など広い地域での導入にあたっては、ＳＦＮによる干

渉が発生しないよう、周波数の利用方法については、十分

な技術検証が必要と考えます。 

 



 

意見書 

 

 

 

平成２３年２月１日 

 

総務省情報流通行政局放送政策課 御中 

 

 

郵便番号 105-0011 

（ふりがな）とうきょうとみなとくしばこうえん 

住  所 東京都港区芝公園４－４－７ 

（ふりがな）しゃだんほうじんでじたるらじおすいしんきょうかい 

氏  名  社団法人デジタルラジオ推進協会 

（ふりがな） しみず ようじ 

理事長 清水 洋二 

 

 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、 

別紙のとおり意見を提出します。 

 



 １ 

別紙 

 

該当箇所 意 見 

１．受託国内放送及び委託

放送業務の放送対象地域に

ついて 

 

 Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送を、新しい地域情報メディアとして

の役割を担うとともに、現行ラジオ放送のサイマルを含むデジタ

ル時代に相応しいメディアに発展させるため、放送対象地域を

原則として県域、三大広域圏はブロックとすることは、妥当と考

えます。 

 ただし、広域圏内の県域局の扱いについては、更に検討が必

要と考えます。 

２．放送対象地域の受託放

送事業者を一とすることにつ

いて 

 事業の採算性の観点から、また電波の有効利用という技術上

の観点から、受託放送事業者を１者とする考え方に賛成しま

す。 

３．受託国内放送の全国展

開について 

 Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送がデジタル時代の基幹放送とし

て、現行ラジオ放送が持っている「安心安全」という役割、新し

い地域情報メディアという役割などを継承・発展させていくため

には、地域間格差を基本的に解消すべきと考えます。 

 そのためには、受託放送事業者は全国で１者とし、その１者に

全国での放送展開を義務付けることが望ましいと考えます。 

４. 委託放送事業者による

音声や音楽の放送について 

Ｖ－Ｌｏｗの帯域が限られていること、ワンセグ（地デジＴＶ）と

の規格の共通化により受信機の普及が促進すると思われるこ

とから、デジタルラジオ推進協会（以下ＤＲＰ）が実用化試験放

送で行ってきた１セグメント方式が適していると考えます。 

５.ソフト（委託放送業務、番

組提供事業）参入の多様性

について 

 多様性を確保するためには、１事業者にまとまった帯域を割り

当てるより、「１セグメント単位」を基本に、「１セグメント未満」の

事業者も参入可能な制度設計が必要と考えます。 



 ２ 

６．委託放送業務のための

共通事業基盤について 

 共通事業基盤については、「課金管理業務」と「多重化業務」

が考えられます。「多重化業務」は、2010 年秋、ＤＲＰが行った

「1 セグメント 6 チャンネル試験」において実際に構築しました

が、１セグメント未満の番組提供者に認定を与える場合に複数

の委託放送事業者の信号を１セグメントに束ねる業務です。音

声エンコーダを委託側で持つ場合もあるし、受託側で持つ方法

もあります。また、各社の番組情報を 1 つの EPG にまとめる必

要もあります。データ放送コンテンツをカルーセル化する業務も

想定されます。これらの機能を受託放送側がまとめて提供する

ことは、設備の効率化の観点で選択肢の１つと考えます。 

 ただし、これらは本来の受託放送業務ではないため、機能を

利用するかどうかはあくまでも委託放送事業者の選択によるも

のですし、また、その機能を利用しない委託放送事業者に対す

る料金が割高にならないための方策が必要と考えます。 

７．委託放送事業者による

災害情報の提供について 

大災害時等において災害情報の提供のノウハウを蓄積して

いる既存ラジオ放送事業者は、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に

おいても、災害情報提供の中核的な役割を果たすことなると考

えられます。 

このため、既存ラジオ事業者のサイマル放送に、音声優先セ

グメントを割り当てる必要があると考えます。 

１１．その他 ＤＲＰは、２００３年１０月から東京と大阪において、地上デジ

タル音声放送（以下デジタルラジオ）の実用化試験放送を実施

し、デジタル技術の特性を生かしたサービスやコンテンツの開

発に取り組んできました。２００８年９月からは、既存アナログラ

ジオ放送の一部サイマル放送も実施してきました。 

また、ＤＲＰは、受信機の普及が見込めるワンセグ（地デジＴ

Ｖ）との規格の共通化が可能な１セグメント方式を推進してきま

した。 

こうした実績を踏まえ、ＤＲＰとしては、１セグメント方式で、高

音質、高機能なデジタルラジオの特性を生かした放送、既存ア

ナログ放送のサイマル放送のほか、蓄積型放送なども含む多

様なサービスが共存できる制度整備を要望します。 

 



意 見 書 

 

平成２３年 ２月１日 

 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中 

 

郵便番号 107-0052 

住  所 東京都港区
とうきょうとみなとく

赤坂
あかさか

3-13-3 

氏  名 ＩＰＤＣ
アイピーディーシー

フォーラム 

     代表 中村
なかむら

 伊
い

知
ち

哉
や

 

 

 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。 

 

 



別紙 

該当箇所 意見 

全体 ＩＰＤＣフォーラムとしては、Ｖ－ＬＯＷ帯マルチメディア

放送では、国民の利益となる多種多様な放送サービスを実現

することが必要と考えます。実現に向けた具体策の一つとし

て、インターネットと高い親和性を有する放送サービスであ

るＩＰＤＣ※の効果的利用を可能とする制度を希望します。 

※ ＩＰＤＣ（ＩＰデータキャスト）は、インターネットの世

界で利用されてきたＩＰ（インターネットプロトコル）を放

送波に乗せて一斉同報的なデータ配信を行うためのサービス

です。  

５．ソフト参入（委託放

送業務、番組提供事業）

の多様性について （４） 

ソフト参入（委託放送業務、番組提供事業）の多様性を図る

ために、以下の理由から、ＩＰＤＣを効果的に利用可能とす

る制度が望ましいと考えます。 

・ 地元資本を含む多くの事業者は、インターネット環境にホ

ームページを開設して、多くのコンテンツをすでに保有し

ています。ＩＰＤＣのサービスを用いれば、インターネッ

ト上の技術・コンテンツ等の既存情報資産を放送でも伝送

することが可能となるため、ソフト事業へ参入するハード

ルが低くなると考えます。 

・ インターネット関連事業では、創造的・革新的なサービス

を展開する多くのベンチャー系企業が活躍しています。Ｉ

ＰＤＣを用いて、インターネットと高い親和性を持つサー

ビスを利用可能とすることで、新しいアプリケーションの

担い手として参画を期待することができます。 

６．委託放送業務展開の

ための共通事業基盤につ

いて（４） 

多種多様な放送サービスを実現する上で、受託放送事業者が

全てのプラットフォーム機能を提供することは望ましくな

く、委託放送事業者・受託放送事業者の双方が各機能の特性

に応じて、プラットフォームを保有するべきと考えます。 

プラットフォーム機能として会員認証・有料課金等の仕組み

が想定されますが、ＩＰＤＣを用いることで、すでに通信で

実現されている様々なプラットフォームとの連携が可能にな

ると考えます。 

７．委託放送事業者によ

る災害情報の提供につい

て（１）（３）（４） 

スマートフォンや情報家電を中心に、ＩＰ化した情報の受信

端末は既に普及しており、今後、既存携帯電話におけるワン

セグと同様、デバイスへのチューナ搭載が進むことを想定し



た場合、災害情報の配信にはＩＰＤＣが有望だと考えます。

ＩＰＤＣが普及すると、避難経路などのアプリケーションの

配信も可能になります。 

また、端末の普及方法の一例としては、ＣＯ２削減のために

経済産業省が取組んでいるスマートハウスのホームサーバー

やゲートウェイにＩＰＤＣ受信機能を付ける方法などが考え

られます。スマートハウスのシステム自らが持つGUIでの災害

情報表示はもちろん、宅内にあるIP化した情報の表示に対応

した機器に対し、無線LANや近接無線にて二次的に配信するな

ど、災害情報のリーチを拡大することも可能であると考えら

れます。平常時は可視化された地域の電力消費情報のIPDC配

信、IPDCによるデマンドレスポンスなどの新たなサービスの

創出も可能になると考えられます。 

８．新聞電子版等の配信

に対する放送規律と配信

機会の公平について 

蓄積型放送は、従来型放送と性質が異なるため、現行の放送

規律とは別の放送規律を設けることが合理的であると考えま

す。 

蓄積型放送の放送規律は、蓄積型放送を提供する委託放送事

業者を中心として議論を行い、自主的にガイドラインを策定

していくことを希望します。 

１１．その他 Ｖ－ＬＯＷ帯域では、各地にホワイトスペースが発生すると

想定されています。「携帯端末向けマルチメディア放送サー

ビス等の在り方に関する懇談会 報告書（平成２０年７月１５

日）」での報告の通り、新型コミュニティ放送を含むＩＰＤ

Ｃ等の新たな放送にホワイトスペースを活用するべく、早期

に制度検討を開始することを要望します。 

 

以上 



 

意見書 

 

 

平成２３年２月１日 

 

 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中 

 

 

郵便番号 １５０－８００１ 

（ふりがな）  とうきょうとしぶやくじんなん 

住  所 東京都渋谷区神南２－２－１ 

（ふりがな）  にっぽんほうそうきょうかい 

氏  名 日 本 放 送 協 会 

（ふりがな）    まつ もと まさ ゆき 

会長 松 本 正 之 

 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙のとおり意

見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

該当箇所 意見 

１．放送対象地域 

放送対象地域を原則として県域（三大広域

圏のみブロック）とすること 

・地域メディアとしての音声放送サービスの現状を

踏まえたものとして適当と考えます。 

・なお、三大広域圏においても県域向けサービスが

可能となるよう配慮が必要と考えます。 

２．放送対象地域の受託放送事業者を一とす

ること 

放送対象地域内において（複数でなく）一の

事業者に免許を付与すること 

・事業の効率性を考慮し、放送対象地域内におい

て、受託放送事業者は一とするのが適当と考えま

す。 

３．受託国内放送の全国展開 

ハード整備主体としての受託放送事業者を

全国１者とすべきか、ブロック／県域ごとに１

者の参入を募り全国的には複数の受託放送

事業者が併存することがあり得るようにすべ

きか 

・放送対象地域ごとの受託国内放送の均質性およ

び事業の安定性・継続性の観点から、受託放送事

業者は全国１者とするのが適当と考えます。 

・なお、当該受託放送事業者は、委託放送事業者の

多くが出資するコストセンター的な性格を持つ事業

者で、かつ、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送が担うこ

とが期待されている公共的役割を踏まえ、オール

ジャパン的性格を持ち十分な責任体制を有する事

業者とすることが望ましいと考えます。 

４．委託放送事業者による音声や音楽の放送 

既存のＡＭやＦＭのアナログラジオの放送

番組をサイマルする計画やその他のストリー

ミング放送による音声・音楽放送の計画等 

・ＮＨＫが委託放送事業者として参入する場合は、現

在のラジオ第１・第２放送、ＦＭ放送の放送番組を

サイマルする計画があります。 

５．ソフト（委託放送業務、番組提供事業）参入

の多様性 

委託放送事業者にある程度まとまったセグ

メントを割り当てて設備投資の効率性やアプリ

ケーションの柔軟性を確保しつつ、地域メディ

アの担い手としての地元資本やベンチャー企

業が委託放送事業者や番組供給業者として

参画できる制度上の工夫 

・多彩なサービスを提供し、普及を促進するために

は、独立した編集権をもつ多様な主体が委託放送

事業者として参入できる枠組みが適当と考えま

す。 

６．委託放送業務展開のための共通事業基盤 

委託放送事業者が共通して利用する製作

や認証・課金等に係る設備の保有や運用な

ど、いわゆるプラットフォーム機能を含む事業

基盤としての機能を受託放送事業者が提供

することの是非やその機能の内容 

・共通事業基盤は、既存のシステムを含め多様な選

択肢の中から委託放送事業者が選択できることが

望ましいと考えます。受託放送事業者は、極力受

託放送事業のコストセンター的役割に特化すること

が望ましいと考えます。 



７．委託放送事業者による災害情報の提供 

必要な災害情報が多数の国民に届くため

の方策とそれを実現する事業展開の計画、安

心安全な社会システムの一部となり得る端末

の開発普及の可能性 

・移動時を含め、「安心安全な社会システムの一部

となり得る端末」となるためには、その端末が平時

に利用されていることが重要であり、放送、通信を

問わず多機能端末が今後一層普及していくことが

予想される中にあっては、災害時の情報もそうした

多機能端末で入手できることが、「必要な災害情報

が多数の国民に届くための方策」としても「安心安

全な社会システムの一部となり得る端末」としても

重要であると考えます。 

１０．受託事業者の選定手続（周波数オークシ

ョンの適否） 

受託事業者の選定手続として周波数オーク

ションによることの適否 

・Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送は、公共的な役割を担

う放送であることが期待されており、周波数オーク

ションによる受託放送事業者の選定手続きは適当

ではないと考えます。 

・なお、すでにオークションが実施されている米国に

おいても、公共的な役割を持つ業務（公共安全無

線、公共放送、非商業教育放送など）に用いる周

波数帯は、オークションの対象外と位置づけられて

います。 

 

 



意 見 書 

平成 23 年 2 月 1 日 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中 

郵便番号 100-0004 

住所 東京都千代田区大手町 1-1-3 

大手センタービル 

氏名  社団法人電子情報技術産業協会 

CE 運営委員会 委員長 田胡修一 

 

 

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。 



 

別紙 

 

該当箇所 意見 

１１．その他  新たな市場の創出の観点から、V-Low マルチメ

ディア放送は期待されるところであり、その普及

が肝要と考えます。例えば、現在普及しているワ

ンセグ放送との基本的な親和性を保つシステム

展開は資産流用が図られ、機器の低廉化による普

及に繫がると考えられます。また、受信機の全国

的な普及に向けては、豊富且つ魅力ある番組が継

続的に且つ、全国を網羅して放送されることが重

要で、市場からも期待されるところと考えます。

 



 

 

意見書 

 

 

 

平成 ２３年 ２月 １日 

 

総務省情報流通行政局放送政策課 御中 
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該当箇所 意見 

１ 放送対象地域について 

 原則は県域。 

 関東・中京・近畿は広域 

 ブロックとすること。 

インターネットに放送と同時に配信をしているコミュニティ

放送局でＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送を目指す集合体ＶＬ

ＣAとしては、地域情報メディアとして、Ｖ－Ｌｏｗマルチ

メディア放送を構築していく観点から、放送対象地域を原則

県域とすることに賛成します。また、三大都市圏については

、都市部ならではのサービス展開が必要になると考えること

から、賛成します。 

２ 放送対象地域の受託 

放送事業者を一とすること 

 放送対象地域において、 

 一の受託放送事業者に 

免許を付与すること。 

セグメントを連結して一つの送信機で放送することができる

デジタル技術による周波数の有効利用の点から受託放送事業

者を１とすることに賛成します。 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送は、新しい音声メディアの基

幹放送になると期待をしており、受託放送事業は今後のデジ

タル移行に重要な役割になるため、公共的な位置づけになる

必要があります。 

３ 受託国内放送の全国展開 

 ハード整備主体としての受託

放送事業者を全国１とするべ

きか、県域ごと複数の受託放

送事業者が併存することがあ

り得るようにすべきか、 

について。 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の受託放送事業は、今後の 

音声メディアがデジタルに移行するためにも、受信者に信頼

を提供する必要があります。加えて、設備仕様が複数にわた

ることは委託放送事業者に負担が生じる可能性があります。

受託放送事業のなかには、災害時も含め「プラットフォーム

」のような役割をイメージします。その観点からも、受託放

送事業者は全国１であることが適当と考えます。 

また、この受託放送事業者は公共的である必要が高いことか

ら、マイノリティの声も拾えるような体制を取ることが望ま

しいと考えます。 

４ 委託放送事業者による 

音声や音楽の放送 

 音声放送の計画、受信端末普

及の見込み、音声放送が果た

す公共性と提供主体の考え方

について。 

  

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送は、新しい音声メディアとし

て位置付けられるべきと考えます。新しい音声メディアに必

要なのは、まずは、ユーザーであるリスナーが何を聞こうか

迷うぐらいのチャンネル数でなくてはならないと考えます。

インターネットで配信をしているコミュニティ放送局のプラ

ットフォーム（サイマルラジオ）には現在、５０局以上あり

、言いかえれば５０以上のチャンネルがあるわけです。多数

のリスナーがこのサイマルラジオを楽しまれています。 

受信端末の普及や現行ラジオからＶ－Ｌｏｗマルチメディア

へのゆるやかな移行を考えた場合に、既存ラジオ局によるサ

イマル放送は必要と考えます。しかしながら、新しいメディ

アとしての訴求も必要ですから、既存ラジオとエリアが重複

する場合は、その期間を限定するなどの考え方を入れて行く

必要もあると思います。 



 

５ ソフト（委託放送業務・ 

 番組提供事業）参入の多様性 

 地域メディアの担い手として 

 の地元資本や新しいアプリケ

ーション提供の担い手となる 

 事業者の参画における工夫に 

 ついて 

 

様々に彩られた音声チャンネルが多数出現することが、受信

機の普及にもつながるものと確信をしています。スカパーの

ように、一つの魅力あるコンテンツを得るがために加入をす

ることがあるように、無料の音声放送が多数あることが、Ｖ

－Ｌｏｗマルチメディア放送の世のなかへの訴求になるし、

普及が促進すると確信しています。したがいまして、１セグ

メント単位より細かな単位でも参入ができ、多様な音声チャ

ンネルのラインナップができるようにする必要があると考え

ます。 

 

６ 委託放送業務展開のための 

共通事業基盤 

 受託放送事業者がプラットフ

ォームを含む事業基盤として

の機能を委託放送事業者に提

供することの是非とその提供

機能について 

受託放送業務に求められることは、第一には公共的な立場と

して、リスナーから信頼され、安心と安定を提供するための

センターということは言うまでもありませんが、単なるハー

ド会社でもないと考えます。Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送

の創出には、コンテンツが寄り集まるというよりは、一つの

「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送」という大きなサービスで

なければ、災害時なども考えると皆さんに信頼される放送と

は言えません。そのためには、公共性を大前提としながらも

チャンネル配分等限定的な一部編集権も備えたプラットフォ

ームの役割も担うことが、発展に資するものと考えます。 

７ 委託放送事業者による災害

情報の提供 

 災害情報が多くの国民の手に 

 届く方策、端末の開発普及等に

ついて。 

 

移動時を含め、災害情報の提供は、取り得ることができるあ

らゆる手段を講じるべきです。それは、委託のみならず受託

事業者側においても言えることだと思います。特に、緊急地

震速報や津波情報などの速報情報は、受託事業者側の発する

信号が当該地の委託放送に割り込んで、受信機の起動や情報

を伝達することが、少しでも遅延を抑えることができ、人命

を救うことになります。その後の安否情報や災害時の様々な

情報は当該委託放送事業者の責任として、きめ細かな情報を

提供します。受託側、委託側で合わせて災害時に対応をする

方策がとれれば、受信端末の開発並びに普及がなされるもの

と考えます。 

８ 新聞の電子版等の配信に対

する放送規律と配信機会の公平 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に新聞等の配信がなされる場

合は、例外なく放送法に拠るべきものと考えます。 

９ ＮＨＫの受託・委託国内放

送事業への参入 

  

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の周波数帯は、地上デジタル

放送に移行後の周波数帯です。これはすなわち国民の有限の

資源です。この点をとってもＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送

にＮＨＫが参入しないということは考えられません。 

ＮＨＫの役割は、国民の生活に資するための放送事業を遂行

するわけですので、受託国内放送並びに委託国内放送への参



 

入は必須事項と考えます。 

１０受託事業者の選定手続き 

（周波数オークションの適否） 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送は、公共的な基幹放送として

発展する性格のものです。海外のように採算性の高い周波数

をオークションで売買される事業性のみを追求するメディア

とは異なります。従いまして、周波数のオークションは不適

当であり、反対いたします。 

１１その他 ＶＬＣＡは、コミュニティ放送局が地上波で放送している自

主制作番組をインターネットで同時に配信をしています。今

やデバイスは携帯端末のアプリもあり、大勢の方に自由に聞

いていただいております。この実感から、世のなかのデジタ

ル化が加速していくと痛感しています。従って、アナログラ

ジオにおいて「ゆるやか、かつ、速やかな」移行を視野に入

れる必要があるのではないかと思慮します。 

その際の牽引力としては当然のことながら既存ラジオ局の存

在があります。既存ラジオ局がＶ－Ｌｏｗマルチメディア放

送参入、推進していくにあたっては「マスメディアの集中排

除原則」の適用除外を強く希望します。 

 

また、今回の１８ＭＨｚの帯域から割り当てられるチャンネ

ルは限られております。したがって、放送を主体とし、通信

は放送の補完的なデータ伝送に使用し、多様な音声チャンネ

ルの創出することを期待します。 

 

最後に、将来的にコミュニティ放送の需要に見合うデジタル

化をお願いします。 

 


